
学校生活部 生徒心得等 

京都市立紫野高等学校 

 

１．生徒心得 （生徒手帳記載） 

  

生徒心得は、学校の内外を問わず紫野高校生にとっての指針である。創立以来培われてきた自由の校

風の下、紫野高校生は、生徒心得の意味するところを熟考し、理解するととともに、自ら実践する。 

一．自由は担うものであることを自覚して行動し、自らを振り返ること 

一．日常において品位と礼儀を重んじ、学業に専念すること 

一．自分を大切にし、他人を思いやり、ともに協力すること 

 

２．生徒心得の実践について 

 （１）身なり（頭髪・服装等）について 

   ・自然のままにし、品位を保ち、華美にならないよう留意すること 

   ・他人に不快感を与えたり、公序良俗に反したりしないこと 

 （２）携帯電話について 

   ・生徒各自の責任において使用すること 

   ・授業中は教員の指示がない限り使うことはできません。 

   ・休み時間中に利用するときでも、周囲に配慮した使用を心掛けること 

・SNS利用の際には特に注意し、SNSに投稿してよいかどうかの人権への配慮が常に必要であり、 

他人を誹謗・中傷したり、承諾なしに写真を掲載しないこと 

 

３．登校について 

   ・予鈴；8時 25分 始業時刻；8時 30分です。朝の正門前は交通量が増えるため、事故に合わな 

いように、また、落ち着いて始業を迎えられるように、余裕をもって登校すること 

   ・自転車通学を希望する生徒は、『自転車通学登録証』を提出してください。また紫野高校の近隣

には盲学校があり、注意が必要です。事故の加害者、被害者のどちらにもならないよう十分に注

意すること 

 

４．アルバイトについて 

   ・原則禁止です。やむを得ない事情のある生徒は許可願を提出し、学年主任及び学校生活部長と面

談したうえで、学校長が許可する場合があります。その際は、アルバイトの応募前に許可を受け

てください。また、許可後も状況によっては取り消す場合もあります。 

 

５．生徒手帳について 

   ・生徒手帳には、生徒心得、各種規定のほか、様々なことが記載されています。生徒証明書ととも

に常に携行してください。授業欠席の際の「欠席届」も付録しています。 

 


